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          Ⅰ．アメリカの教育 (EDU CATI ON  IN  T H E  U N I TE D  S T AT E S) 
 
１．アメリカの学校教育 (De cen tr a li z ed  E d u c a ti o n) 
 
( 1)目的 (Pu rpos e s o f  E du c a t io n ) 
 「アメリカ国民の一人一人が、それぞれ一個の人間として成長することができるように
 学校教育は存在する。」という、教育の根底に流れる個人尊重の思想は、アメリカ建国
 当初から現在に至るまで力強く流れています。 
 独立宣言に「創造主のもとに、万人は平等につくられ、その生命、自由、そして幸福追
 求の権利は、なにものにも侵されない。」とうたわれ、男女の性、人種の如何を問わず、
 教育を受ける機会は全ての人に同じでなければならないと考えられています。従って、
 学校教育の第一目的は一人一人に役立つことであり、全ての子供たちは、それぞれの特
 性や能力を最大限に伸ばす機会を与えられなければならないとされています。 
 学校教育のもう一つの大きな目的は、国民の一人一人が自らの特性や能力をいかに発揮
 し、社会に貢献するかを教えることとされています。一人一人の幸福と国の発展は、互
 いの深い関わりあいの中で初めて成就されていくこと、全てのアメリカ国民の貢献によ
 ってのみ、アメリカの繁栄は約束されることが指導されなければならないとされていま
 す。 
 
(2)歴史的背景 (Begi nn in g s o f t he  S c ho o l Sy s te m ) 
 1 64 7年、マサチュセッツ(Mass ach u s e tt s ) 州法で、「全ての子供たちが『聖書を読め
 るようになり、悪魔の誘惑に負けることがないように』各町に公立の学をを設立しなけ
 ればならない。」と定められたのが、アメリカの公教育の考え方の始まりであるといわ
 れています。 
 しかし、 30 0年以上も昔の当時、多くの植民地では、まだ子供たちの教育は重要視され
 ず、私塾に行ったり、家庭教師の指導を受けることができたのは、金持ちの子女に限ら
 れていました。 
 1800年代前半には、全ての子供たちに無料の公教育を与える動きが活発になってきます
 が、多くの人々は、他人の子供の教育に税金を使うのは許せない、私塾の経営が悪化す
 る、教育は教会と家庭に任せるべきだ、などと反対していました。 
 南北戦争(186 1-18 6 5 ) の開幕前後には、市民の識字力が民主主義社会に欠くことので 
 きない要素であることが認識され始め、北部の州のほとんど、南部の何州かでは公立の
 学校制度が確立されました。しかし、この学校制度も多くは小学校に限られ、中学校、
 高校の設立は南北戦争終了近くとなります。 
 
(3)教育信条 (America n  V al u es  in  E d uc a ti o n)  
 現在の学校制度を支える教育の理念は、教育の意義を高く評価するアメリカ国民によっ
 て、長年に渡って培われてきたものです。 
 
 ①公教育は無料でなければならない。 
 ②公教育は全ての人に平等で、万人に開かれていなければならない。 
 ③公教育はいかなる宗教、信条からも自由でなければならない。 
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 ④公立学校の運営は、学校の所在する州政府及び、地方政府に委ねられなければな 
   らない。 
 ⑤保護者は学齢期の子供(多くの州で7 才～16 才)  に義務教育を受けさせなければな らない。 
 ⑥学校教育は単に基礎教育にとどまらず、子供たちの心身の成長を助け、一人一人 
   の能力を最大限に伸ばせる場でなければならない。 
 
２．アメリカの教育制度 (Edu cat io na l S ys tem  i n the  Unit ed  S tat es ) 
(1)財源 (So urc es of  Rev enu e) 
 前述の教育信条④で述べられているように、アメリカの公教育の運営は、公立学校 
 の所在する地域に住む人々の願いや要求が直接反映されるように、各州及び、各地 
 方自治体に委ねられています。この基本的な姿勢は、具体的な数字として財政面に 
 も表れています。子供一人当たりの教育費の額は各地方自治体が決めますの で、学
 校区により異なります。従って財政の豊かな学校区の子供たちは、生徒一人 当た
 りの教育費も多く、より恵まれた教育環境にあると言えるでしょう。 
 
(2)学校区 (School  D i st r ic ts )  
 アメリカの学校教育は学校区単位で行われています。各学校区は１つの市で構成 
 されている場合も、いくつかの市で構成されている場合もあります。カリキュラ 
 ム、教科書、授業時間数、各教科の指導方法、課外活動、行事など学校の全ての 
 運営は各学校区の判断に委ねられています。学校教育の成果や問題点を考える上 
 で、全米の学校区は、地域によって５つのグル－プに分けられています。 
 
(3)義務教育 (Compuls o ry  E d uc a ti o n )  
 日本では、小学校１年生から中学校３年生までの９年間を義務教育期間としてい 
 ますが、アメリカでは、義務教育期間を学年ではなく年令で定めています。義務 
 教育期間は州によって異なり、ミシガン州では６才から16才までです。 

 
義務教育期間 

 
州数 

 
      例 

 
義務教育期間 

 
州数 

 
    例  

 
５才～16才  

 
 １ 

 
Delaw ar e     

 
７才～16才  

 
１９ 

 
Misso uri    

 
５才～17才  

 
 １ 

 
South  Ca r ol i n a 

 
７才～17才  

 
 ５ 

 
Texas      

 
５才～18才  

 
 ２ 

 
Virgi ni a     

 
７才～18才  

 
 ２ 

 
Oklah o ma    

 
６才～16才  

 
１１ 

 
Mich iga n     

 
８才～16才  

 
 １ 

 
Arizo n a    

 
６才～17才  

 
 １ 

 
Missi ss ip p i   

 
８才～17才  

 
 １ 

 
Pe n n sy l v a n ia  

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

      
６才～18才  

 
 ５ 

 
Ohio       

 
８才～18才  

 
 １ 

 
Washi n gt o n  
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